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剰余金の配当（増配）に関するお知らせ 

 

当社は 2026 年５月８日開催の取締役会において、2026 年３月 31 日を基準日とする剰余金の配当について

下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、当社は、会社法第 459 条第１項各号に掲げる事項を取締役会決議により行うことができる旨を定款に

定めております。 

 

記 

 

１．配当の内容 

 決定額 
直近の配当予想 

(2025 年５月９日公表) 

前期実績 

(2025 年３月期) 

基準日 2026 年３月 31 日 同左 2025 年３月 31 日 

１株当たり配当金 12 円 00 銭 10 円 00 銭 
10 円 00 銭（普通配当） 

 2 円 00 銭（記念配当） 

配当金総額 236 百万円 ─ 233 百万円 

効力発生日 2026 年６月 11 日 ─ 2025 年６月 11 日 

配当原資 利益剰余金 ─ 利益剰余金 

 

２．理由 

当社では、安定した配当の継続を基本方針とするとともに、配当性向 35％以上をガイドラインとしつつ、

経営戦略に沿った柔軟な経営資源の配分等を考慮した最適な株主還元策を実施しております。 

このような基本方針のもと、2026 年３月期の配当につきましては、2026 年３月期における業績に加え、

将来の成長のために必要な投資や今後の事業展開等を総合的に勘案し、2025 年５月９日公表の１株当たり

配当金の予想から２円を増配し、１株当たり期末配当金を 12 円とさせていただきます。 

 

以 上 


